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証券コード　2905
2020年６月３日

株　主　各　位

福岡県朝倉市小田1 0 8 0番地１

代表取締役社長 大 重 年 勝

第53期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第53期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申
し上げます。
　本年は、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況に鑑み、ご自身の健康
状態にご留意いただき、体調がすぐれない場合などにはご無理をなさらず、株主
総会へのご来場を見合わせていただくことをご検討ください。
　なお、ご来場される株主様におかれましては、マスクの着用をお願い申し上げ
ます。
また、書面による事前の議決権行使にあたっては、後記の株主総会参考書類を

ご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、
2020年６月23日（火曜日）午後５時30分までに到着するよう、ご返送いただきた
くお願い申し上げます。

敬　具

記

１．日　　時 　2020年６月24日（水曜日）午前10時

２．場　　所 　福岡県朝倉市小田1080番地1

　オーケー食品工業株式会社　本社２階会議室

（会場が昨年と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の会場

３．目的事項

　ご案内図をご参照のうえ、お間違えのないようにご注意ください）

報告事項 　１．第53期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

　　　事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会

　　　の連結計算書類監査結果報告の件

　２．第53期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

　　　計算書類報告の件

決議事項

　　議　案 　監査役１名選任の件

以　上

－ 1 －

株主各位
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◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます

ようお願い申し上げます。

〈新型コロナウイルスの感染防止について〉

①例年よりも縮小した規模での開催となります。

②接触感染リスク低減のため、お土産の配布を行いません。

③株主総会に出席する当社役員及び運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスクを

　着用させていただきます。

④会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。

⑤ご来場の株主様は、マスクの持参、着用をお願いいたします。

⑥会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方

　は、ご入場をお断りさせていただく場合がございます。

◎本招集ご通知において提供すべき書類のうち、次に掲げる事項については、法令及び定款第

17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.ok-food.co.jp/）

に掲載しておりますので、本招集ご通知提供書面には記載しておりません。

①　連結計算書類の「連結注記表」

②　計算書類の「個別注記表」

従いまして、本招集ご通知提供書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人

又は監査役が会計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書

類の一部であります。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、イン

ターネット上の当社ウェブサイト（https://www.ok-food.co.jp/）に掲載させていただきます。

－ 2 －

株主各位
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

( 2019年４月１日から )2020年３月31日まで

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用や所得環境の改善が続くな

か、景気は堅調に推移してまいりました。しかし、当第４四半期において

は、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた各種イベントの中止や外

出自粛などにより、経済活動や個人消費は大幅に低下いたしました。加え

て、先の見えない不確実性の大きさにより、多くの事業者・企業が戦後最

大の危機に直面いたしております。

一方、業務用加工食品業界におきましては、同業者間での顧客獲得競争

の激化に加え、人件費、物流費をはじめ多くのコストは上昇し、収益環境

は厳しさを増しております。

このような状況のもと、当社グループは、営業面におきましては、国内

及び海外向けの営業力の強化、販路拡大に取り組んできた結果、主にコン

ビニ向け「味付けいなり」の販売が増加したことなどにより、売上高は前

期に比べ増加いたしましたが、当第４四半期に発生した新型コロナウイル

スの影響により、公表値に比べ減少いたしました。

生産面におきましては、品質管理をより一層徹底し安全で安心な商品作

りに努め、コスト削減に取り組んでまいりましたが、主に人手不足による

労務費等が増加したことなどにより、売上原価が前期に比べ増加いたしま

した。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は93億４百万円、営業損失は新型

コロナウイルスの影響による売上高の公表値未達に加え、労務費の増加な

どにより52百万円、経常損失は19百万円、親会社株主に帰属する当期純損

失は繰延税金資産の取崩しなどにより１億14百万円となりました。

－ 3 －

事業の経過及びその成果
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（品目別の状況）

品目別の売上高は次のとおりであります。
（単位：百万円、百万円未満切捨て）

品　　目

当 事 業 年 度 前 事 業 年 度

( 自　2019年４月１日 )至　2020年３月31日 ( 自　2018年４月１日 )至　2019年３月31日

金額 構成比(％) 金額 構成比(％)

油あ

あげ

げ加

及工

び品

味 付 あ げ 7,491 80.5 7,234 79.2

生 あ げ 1,081 11.6 1,130 12.4

お で ん 376 4.1 407 4.5

味付すしの素 116 1.2 121 1.3

惣 菜 類 等 228 2.5 231 2.5

そ の 他 9 0.1 8 0.1

合 計 9,304 100.0 9,133 100.0

味付あげにつきましては、当社グループの主力製品として業務用を中心

に全国展開しております。売上高は74億91百万円(前期比103.6％)となり

ました。

生あげにつきましては、主に西日本を中心に国内外へ販売しております。

売上高は10億81百万円(前期比95.7％)となりました。

おでんにつきましては、主に餅入巾着（外注商品）及びがんもどき（自

社製品）等を販売しており、売上高は３億76百万円(前期比92.5％)となり

ました。

味付すしの素につきましては、味付干瓢及び五目ずしの素等を販売して

おり、売上高は１億16百万円(前期比96.3％)となりました。

惣菜類等につきましては、主に外注商品の豆腐類、バーグ類、和菓子類

等を販売しており、売上高は２億28百万円(前期比98.9％)となりました。

－ 4 －

事業の経過及びその成果
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（剰余金の配当等に関する方針）

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営における重要課題として認

識し、長期安定配当を継続するための原資確保に向けた収益力の強化と将

来の事業展開のために必要な内部留保の積み上げによる財務体質の強化を

基本方針としております。

当会計年度におきましては、遺憾ながら損失を計上することとなり、ま

た、今後発生する新工場関連投資に備え、内部留保を蓄積する必要がある

ことから、当期の剰余金の配当につきましては、無配とさせていただきた

く存じます。

株主の皆様には、誠に申し訳ございませんが、何卒事情ご理解のうえ、

ご了承賜りますようお願い申し上げます。

(2) 資金調達の状況

特記すべき資金調達はありません。

(3) 設備投資の状況

当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は４億34百万

円であります。

その主なものは、新工場建設用地の造成工事及び既存工場における生産

性の向上、商品の品質向上に向けた設備投資であります。

－ 5 －

事業の経過及びその成果、資金調達の状況、設備投資の状況
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(4) 財産及び損益の状況の推移

①企業集団の財産及び損益の状況

項　　目
第　50　期
（2016年度）

第　51　期
（2017年度）

第　52　期
（2018年度）

第　53　期
（2019年度）

売 上 高（百万円) － 9,229 9,133 9,304

経常利益又は経常損失（百万円) － 123 14 △19

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 又 は
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

（百万円) － 115 1 △114

１株当たり当期純利益又
は１株当たり当期純損失

（円） － 31.09 0.33 △30.96

総 資 産（百万円) － 8,329 8,252 8,178

純 資 産（百万円) － 2,371 2,332 2,199

１株当たり純資産額（円） － 640.53 630.09 594.14

 (注) １．第51期連結会計年度より連結計算書類を作成しておりますので、第50
期以前の状況は記載しておりません。

２．1株当たり当期純利益は発行済期中平均株式数の総数から期中平均自
己株式数を控除して算出しております。

３．2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施
いたしました。これに伴い、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期
純損失及び1株当たり純資産額は、当該株式併合が第51期の期首に行わ
れたと仮定して算定しております。

４．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　
2018年２月16日)等を第52期の期首から適用しており、第51期の総資産
の金額については、当該会計基準等を遡って適用した後の金額となっ
ております。

－ 6 －

財産及び損益の状況の推移
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②当社の財産及び損益の状況の推移

項　　目
第　50　期
（2016年度）

第　51　期
（2017年度）

第　52　期
（2018年度）

第　53　期
（2019年度）

売 上 高（百万円) 9,174 8,767 8,572 8,792

経常利益又は経常損失（百万円) 277 106 20 △1

当期純利益又は
当 期 純 損 失

（百万円) 304 93 5 △81

１株当たり当期純利益又
は１株当たり当期純損失

（円） 8.23 25.32 1.36 △21.97

総 資 産（百万円) 7,813 8,095 8,010 8,004

純 資 産（百万円) 2,266 2,351 2,316 2,217

１株当たり純資産額（円） 61.19 635.11 625.61 598.84

 (注) １．1株当たり当期純利益は発行済期中平均株式数の総数から期中平均自
己株式数を控除して算出しております。

２．2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施
いたしました。これに伴い、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期
純損失及び1株当たり純資産額は、当該株式併合が第51期の期首に行わ
れたと仮定して算定しております。

３．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　
2018年２月16日)等を第52期の期首から適用しており、第51期の総資産
の金額については、当該会計基準等を遡って適用した後の金額となっ
ております。

－ 7 －

財産及び損益の状況の推移
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(5) 対処すべき課題

業務用加工食品業界においては、デフレからの脱却が進まないなか、恒常

的な人手不足、人件費や物流費の上昇、原材料費の高止まり、同業者との

品質面、価格面における競争の激化等により、引き続き厳しい経営環境が

続くものと思われます。

加えて、新型コロナウイルスの影響下においても商品の安定供給責任を果

たし、今後も市場・食環境の変化を的確にとらえ、柔軟かつ適切に対応し

ていく必要があります。

このような状況のもと、当社は「食の安全、安心」を最優先の基本方針と

し、早期に収益力の回復を図るために、全部門において効率化・生産性の

向上に向けた業務手法の変革、ロスの削減、経費の圧縮に努めるなか、次

の項目を重点課題として取り組んでまいります。

①　食の安全・安心に係る取組み

　　食品安全の国際規格である「FSSC22000」に基づき構築した「食品安全衛

生マネジメントシステム」の継続的な改善により、「安全・安心・高品質」

な商品づくりに努めてまいります。

②　生産性向上に係る取組み

　　生産効率の向上を果たすために引き続き「カイゼン活動」を展開すると

ともに、生産に携わる人員の雇用形態の変更、併せてロスの削減による原

材料などの使用量の低減に向け、生産工程に当社独自の技術、新設備を導

入することで製造原価の低減を図ってまいります。

③　売上の拡大に係る取組み

　　国内、海外において新規先の開拓を進め販路の拡大を図るとともに、当

社独自商品の販売も強化することで、業務用、市販用商品の売上拡大を図

ります。また、営業本部に営業統括部を新設し、営業店のサポートを強化

するとともに、子会社であるベジプロフーズ㈱との連携を高め、販売面で

の協力、生産拠点の最適化を図ってまいります。

④　新商品開発に係る取組み

　　お客様の多様化する商品ニーズを的確にとらえ、付加価値の高い商品を

提供するとともに、健康食として注目される大豆を大量に加工できる当社

の強みを生かし、健康志向に則した商品を開発してまいります。

－ 8 －

対処すべき課題
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⑤　新工場の早期稼働に向けての取組み

　　当社の収益力を抜本的に改善するためには、生産体制の大幅な見直しが

必要となっております。

　　生産効率の向上による製造原価の大幅低減と商品競争力を高めるために、

新工場の早期建設、稼働に向け全社一体となって取り組んでまいります。

　　今後とも食品メーカーとして求められる使命を全うし、収益力の強化と

利益拡大を図り、株主の皆様に対する配当開始を早期に実現すべく、全役

職員一丸となって邁進する所存でございます。

　　株主の皆様におかれましては、より一層のご支援、ご協力を賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。

－ 9 －

対処すべき課題
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(6) 主要な事業内容（2020年３月31日現在）

　当社グループは加工食品事業の単一セグメントであります。主として油あ

げの製造・加工及び販売を行っており、主な取扱商品は次のとおりでありま

す。

加 工 食 品 事 業

（区　　分）
主 要 商 品

油あ

あげ

げ加

及工

び品

味 付 あ げ いなりあげ・きつねあげ

生 あ げ すしあげ・きざみあげ

お で ん 餅入巾着・がんもどき・練りもの

味 付 す し の 素 味付干瓢・味付椎茸・五目ずしの素

惣 菜 類 等 豆腐類・バーグ類・和菓子類

(7) 主要な営業所及び工場の状況（2020年３月31日現在）

①　当社の主要な営業所及び工場

本社所在地　　福岡県朝倉市小田1080番地１

工場及び支店・営業所・出張所は、次のとおりであります。

事 業 所 所 在 地

甘 木 工 場 福 岡 県 朝 倉 市

甘 木 第 二 工 場 福 岡 県 朝 倉 市

大 刀 洗 工 場 福 岡 県 朝 倉 郡 筑 前 町

東 京 支 店 東 京 都 台 東 区

名 古 屋 支 店 名 古 屋 市 熱 田 区

大 阪 支 店 大 阪 府 茨 木 市

福 岡 支 店 福 岡 県 朝 倉 市

札 幌 営 業 所 札 幌 市 白 石 区

仙 台 営 業 所 仙 台 市 若 林 区

広 島 営 業 所 広 島 市 西 区

鹿 児 島 営 業 所 鹿 児 島 県 鹿 児 島 市

静 岡 出 張 所 静 岡 市 葵 区

高 松 出 張 所 香 川 県 高 松 市

－ 10 －

主要な事業内容、主要な営業所及び工場の状況
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②　主要な子会社の事業所

ベジプロフーズ株式会社

本社所在地　　埼玉県比企郡川島町戸守７１５

(8) 使用人の状況（2020年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

438(119)名 21名減(12名増)

 (注) 従業員数は就業人員であり、当社から社外への出向者を除き、社外から当
社への出向者を含んでおります。なお、パートタイマー及びアルバイトは
(　)内に年間の平均人員を外数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

426(91)名 21名減(16名増) 43歳5か月 13年6か月

（注）従業員数は就業人員であり、当社から社外への出向者を除き、社外から当
社への出向者を含んでおります。なお、パートタイマー及びアルバイトは
(　)内に年間の平均人員を外数で記載しております。

－ 11 －

主要な営業所及び工場の状況、使用人の状況
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(9) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

（ⅰ）親会社との関係

当社の親会社である日本製粉株式会社は、当社の株式を1,890,914株

(出資比率50.85％)、議決権個数18,909個(51.33％)を保有しております。

当社は親会社から主として食品の仕入及び融資を受けており、親会社へ

主として味付あげ等を販売するなどの取引を行っております。

（ⅱ）親会社等との間の取引に関する事項

親会社等との取引につきましては、取引ごとに交渉のうえ、合理的な

判断に基づき決定しております。また、重要性の高い取引については、

取締役会にて適切な意見を得ながら多面的な議論を経て決定しており、

当社の利益を害するものではないと判断しております。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 事 業 内 容

ベジプロフーズ株式会社 30百万円 100％
業務用味付け油あげ
等の製造、販売

(10) 主要な借入先の状況（2020年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

百万円

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 3,400

株 式 会 社 佐 賀 銀 行 330

日 本 製 粉 株 式 会 社 261

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 125

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　 特記すべき重要な事項はありません。

－ 12 －

重要な親会社及び子会社の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項
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２．会社の株式に関する事項

株式の状況（2020年３月31日現在）

①　発行可能株式総数

普通株式 5,540,000株

優先株式 1,321,500株

計 6,861,500株

②　発行済株式の総数

普通株式 3,718,141株（自己株式15,664株を含む）

③　当事業年度末の株主数

普通株式 1,218名(前期比48名減）

④　大株主（上位10名）

株    主    名 持  株  数（千株） 持株比率（％）

日 本 製 粉 株 式 会 社 1,890 51.07

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 173 4.67

J A 三 井 リ ー ス 九 州 株 式 会 社 169 4.57

甘 木 共 栄 会 151 4.09

西日本ユウコー商事株式会社 141 3.83

松 井 証 券 株 式 会 社 118 3.20

三 井 物 産 株 式 会 社 109 2.96

河 井 英 夫 53 1.43

株 式 会 社 サ ナ ス 51 1.39

オーケー食品工業従業員持株会 41 1.13

(注)　持株比率は、発行済株式の総数から自己株式（15,664株）を控除して計
算しております。

　　⑤　その他株式に関する重要な事項

 特記すべき事項はありません。

－ 13 －

会社の株式に関する事項
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３．会社の新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（2020年３月31日現在）

地　　　位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 大 　 重 　 年 　 勝

専務取締役 城 後 精 二
管理本部長兼総務部長兼経営企画
室長兼内部統制部担当役員

常務取締役 豊 原 英 敏 生産本部長

取締役 調 　 正 範
技術本部長兼生産本部副本部長兼
技術部長兼品質保証部長兼大刀洗
工場長

取締役 中 島 大 明 業務本部長兼購買部長

取締役 太 田 伸 一 営業本部長

取締役 曽 根 伸 広
業務本部副本部長兼業務部長兼営
業本部付部長

取締役 山 口 鎮 雄
日本製粉㈱常務執行役員西日本事
業場管掌

取締役 家 　 永 　 由 佳 里
德永・松﨑・斉藤法律事務所　弁護士
㈱ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ社外取締
役

常勤監査役 堤 　 敬 志

監査役 古 賀 知 行 さくら咲き法律事務所　弁護士

監査役 廣 田 眞 弥
㈱西日本シティ銀行取締役専務執
行役員
㈱NCBﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ取締役

監査役 坂 口 淳 一
ダイヤモンド秀巧社印刷㈱代表取
締役社長

㈱長崎銀行社外監査役

（注）１．取締役家永由佳里氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．常勤監査役堤敬志氏、監査役古賀知行氏、監査役廣田眞弥氏及び監査役坂口淳

一氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．監査役古賀知行氏は弁護士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程

度の知見を有するものであります。

－ 14 －

会社の新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項
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４．当社は、取締役家永由佳里氏及び監査役古賀知行氏を東京証券取引所の定めに
基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。

５．当事業年度において会社役員の地位及び担当を次のとおり変更しております。

2019年４月１日付

氏　名 変更後 変更前

調　　正範 　取締役生産本部副本部長
　取締役生産本部副本部長

　兼大刀洗工場長

2019年６月26日付

氏　名 変更後 変更前

城後　精二

　専務取締役管理本部長

　兼総務部長兼経営企画室長

　兼内部統制部担当役員

　常務取締役管理本部長

　兼総務部長兼経営企画室長

　兼内部統制部担当役員

調　　正範
　取締役技術本部長

　兼技術部長兼品質保証部長
　取締役生産本部副本部長

2019年11月７日付

氏　名 変更後 変更前

調　　正範

　取締役技術本部長

　兼生産本部副本部長

　兼技術部長兼品質保証部長

　取締役技術本部長

　兼技術部長兼品質保証部長

2020年１月20日付

氏　名 変更後 変更前

調　　正範

　取締役技術本部長

　兼生産本部副本部長

　兼技術部長兼品質保証部長

　兼大刀洗工場長

　取締役技術本部長

　兼生産本部副本部長

　兼技術部長兼品質保証部長

６．当事業年度において退任した取締役及び監査役は次のとおりです。

氏　名 退任時の地位及び担当 退任日

越智　敏和 　常務取締役営業本部長 2019年６月26日

松尾　義明
　取締役技術本部長兼技術部長

　兼品質保証部長
2019年６月26日

定野　敏彦 　社外監査役 2019年６月26日

－ 15 －

会社役員に関する事項
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(2) 取締役、監査役及び社外役員の報酬等の総額

　　当事業年度に係る役員の報酬等の総額　　　　　　　　　（単位：千円）

区 分 支給人数（名） 報酬等の額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

10
（１）

67,611
（2,400）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

５
（５）

13,170
(13,170）

合      計
（ う ち 社 外 役 員 ）

15
（６）

80,781
（15,570）

 (注) １．当事業年度末現在の人数は、取締役９名（うち社外取締役１名）、監

査役４名（うち社外監査役４名）、合計13名であります。

２．取締役の支給人数は、無報酬の取締役１名を除いております。

３．取締役５名に使用人分給与相当額26,535千円を支給しております。な

お、使用人分給与相当額は上記の表には含まれておりません。

４．取締役の報酬限度額は、2006年６月29日開催の第39期定時株主総会に

おいて年額320百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決

議いただいております。

５．監査役の報酬限度額は、2006年６月29日開催の第39期定時株主総会に

おいて年額60百万円以内と決議いただいております。

６．当社は、2014年６月26日開催の第47期定時株主総会終結の時をもって

取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後

引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制

度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈

呈することを決議いたしております。

(3) 責任限定契約の内容の概要

会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等である

ものを除く。）並びに各監査役との間において、同法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で規定する額としており

ます。

－ 16 －

会社役員に関する事項
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(4) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の業務執行者との重要な兼職に関する状況

　取締役家永由佳里氏は、德永・松﨑・斉藤法律事務所の弁護士であり、

当社と同所の間に特別な関係はありません。

　監査役古賀知行氏は、さくら咲き法律事務所の弁護士であり、当社は同

所と顧問契約を締結しております。

　監査役廣田眞弥氏は、株式会社西日本シティ銀行の取締役専務執行役員

であり、当社は同行より資金の借入があります。

　監査役坂口淳一氏は、ダイヤモンド秀巧社印刷株式会社の代表取締役社

長であり、当社は同社と営業上の取引があります。

②　他の法人等の社外役員等との重要な兼任に関する状況

　取締役家永由佳里氏が社外取締役を兼任している株式会社ミスターマッ

クス・ホールディングスと当社の間に特別な関係はありません。

　監査役廣田眞弥氏が取締役を兼任している株式会社ＮＣＢリサーチ＆コ

ンサルティングと当社の間に営業上の取引があります。

　監査役坂口淳一氏が社外監査役を兼任している株式会社長崎銀行と当社

の間に特別な関係はありません。

③　会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係

　該当事項はありません。

④　当事業年度における主な活動状況

(ⅰ)取締役会及び監査役会への出席状況

氏 名
取締役会（1 7回開催） 監 査 役 会 （ 8 回 開 催 ）

出席回数(回） 出席率（％） 出席回数(回） 出席率（％）

取 締 役 家　永　由佳里 14 82.4 － －

常勤監査役 堤 　 敬 志 17 100.0 8 100.0

監 査 役 古 賀 知 行 16 94.1 8 100.0

監 査 役 廣 田 眞 弥 13 76.5 6 75.0

監 査 役 坂 口 淳 一 10 76.9 3 50.0

(注)監査役坂口淳一氏は、2019年６月26日開催の第52期定時株主総会において選

任されたため、取締役会及び監査役会の開催回数が他の役員と異なります。

なお、監査役坂口淳一氏の就任後の取締役会の開催回数は13回、監査役会の

開催回数は６回であります。

－ 17 －

会社役員に関する事項
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(ⅱ)取締役会及び監査役会における発言状況等

氏 名 発 言 状 況 等

取 締 役 家永由佳里
弁護士としての専門的な見地から、取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・
提言を行っております。

常勤監査役 堤 　 敬 志

長年の企業経営で培われた豊富な知識・経験等に
基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための助言・提言を行っております。ま
た、監査役会において、適宜必要な発言を行って
おります。

監 査 役 古 賀 知 行

弁護士としての専門的な見地から、取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・
提言を行っております。また、監査役会におい
て、適宜必要な発言を行っております。

監 査 役 廣 田 眞 弥

長年の金融業界等における豊富な知識・経験等に
基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための助言・提言を行っております。ま
た、監査役会において、適宜必要な発言を行って
おります。

監 査 役 坂 口 淳 一

長年の企業経営で培われた豊富な知識・経験等に
基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための助言・提言を行っております。ま
た、監査役会において、適宜必要な発言を行って
おります。

⑤　親会社又は子会社からの役員報酬等の額

　該当事項はありません。

－ 18 －

会社役員に関する事項
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５．会計監査人に関する事項

(1) 当社の会計監査人の名称　　　ＥＹ新日本有限責任監査法人

(2) 会計監査人の報酬等の額

支 払 額 （ 千 円 ）

①　当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 18,000

②　当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その
他の財産上の利益の合計額

18,000

  (注) １.当社と会計監査人との監査契約において、会社法上の会計監査人の監
査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額
を明確に区分しておらず、かつ実質的にも区分できないため、上記の
報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２.当社監査役会は、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年
度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬
額の見積もり等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき
同意を行っております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関

する議案の内容を決定いたします。

　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に

該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計

監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後

最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の

理由を報告いたします。

(4) 責任限定契約に関する事項

　該当事項はありません。

－ 19 －
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６．業務の適正を確保するための体制

(1) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役は、その職務の執行に係る文書その他の情報につき、当社の社内規

程に従い適切に保存及び管理を行う。

(2) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①リスク管理を全社的に統括する目的で「リスク管理規程」を定め、当社

事業から発生する各種リスクを適切に管理するための体制を整備する。

②事業遂行に伴い発生する可能性のあるリスクについては、リスク毎に所

管部署を定めリスクの顕在化防止に努める。

③各部署でのリスク点検活動における重要事項については、常務会、取締

役会へ報告する。

(3) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役会は、取締役・従業員が共有する全社的な目標を決定する。各部

門の担当取締役は、部門毎に具体的目標と効率的な達成方法を定め、年

度事業計画の策定、見直し及び月次、四半期業績の管理を行い、業務遂

行阻害要因の分析・改善を図る。

②取締役会の下に常勤取締役、常勤監査役等で構成される常務会を設置し、

原則、週１回開催する。常務会では、取締役会付議事項の事前検討、取

締役会から委譲された権限の範囲内における様々な経営課題についての

意思決定を行う。

(4) 当社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制

①当社は、法令・社会規範・定款・社内規程を遵守することを行動規範と

する。また、その徹底を図るため、代表取締役社長を委員長とする「コ

ンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス体制確立のため教

育、指導を行う。

②「コンプライアンス委員会」の教育・指導に沿って、社員の職務が適切

に執行されていることを、内部統制部の業務監査により、監査・確認す

る。

③上記活動については、取締役会に報告するものとし、取締役会はコンプ

ライアンス体制の問題点の把握と改善に努める。

－ 20 －
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(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体

制

①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

子会社取締役は、経営計画、損益、業務執行状況等に関する報告を定期

的に行う。

②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社「リスク管理規程」において、子会社も当社のリスク管理体制の適

用対象としており、子会社管理の所管部門は、子会社が事業遂行に伴う

各種リスクを把握、評価し、リスク管理体制を確立できるよう指導、監

督する。

③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制

子会社管理の所管部門は、子会社からの報告等に基づき、子会社業務が

効率的に行われるように適切な管理を行う。

④子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するための体制

当社は、子会社の取締役を「コンプライアンス委員会」の委員とし、コ

ンプライアンス委員会は、子会社の業務の適正を確保するためにグルー

プ企業活動を横断的に管理・指導する。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項

　監査役は、監査役会の承認に基づき、その職務を補助すべき使用人を置く

ことを求めることができる。補助すべき使用人が社員で、担当職務と兼任で

監査役補助職務を担う場合は、監査役補助職務に関しては監査役の指揮命令

に従う。

－ 21 －
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(7) 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性

の確保に関する事項

　職務を補助すべき使用人の任命・解雇・配転等の人事異動あるいは賃金・

その他報酬等の雇用条件については、監査役会の同意を得た上で取締役会が

定めるものとし、当該使用人の取締役からの独立及び監査役会の指示の実効

性確保に努める。

(8) 当社及び子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が

当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受

けないことを確保するための体制

①当社及び子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者

は、当社及び当社グループの財務及び業績に重要な影響を及ぼす事項並

びに職務の執行に関する法令・定款違反及び不正行為の事実を知った時、

その他監査役が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、遅滞なく

当社監査役へ報告する。

②当社監査役が当社取締役会及び常務会に出席し、経営上の重要情報につ

いて適時報告を受けられる体制とするとともに、重要な議事録及び重要

書類については監査役へ回覧する。また、監査役は必要と判断したとき

は、いつでも取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。

③監査役へ上記の報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告を行っ

たことを理由として不利な取り扱いは一切行わないこととし、その旨を

周知徹底する。

－ 22 －
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(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①監査役は監査の実施に当たり、内部統制部及び会計監査人と連携を密に

し、監査役が必要と認めた時は、弁護士・公認会計士等の外部アドバイ

ザーを任用することができる。

②監査役は、その職務の執行について必要と認められる費用をあらかじめ

当社に提示するものとし、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でな

いと認められた場合を除き、当該費用を経理規程に基づき負担する。

(10) 財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社は、財務報告の信頼性を確保するために内部統制システムを構築し、

システムの適正化を恒常的に図り、適正な運用に努めることにより、金融商

品取引法に基づく内部統制報告書の信頼性と適正性を確保する。

(11) 反社会的勢力による被害防止の体制

［反社会的勢力排除に向けた基本的考え方］

①当社は社会秩序や健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力とは一

切の関係を持たない。

②当社は反社会的勢力から接触を受けた場合には、直ちに警察等しかる

べき機関に情報を提供するとともに、暴力的な要求や不当な要求に対

しては弁護士等を含め外部機関と連携して組織的に対処する。

［反社会的勢力排除に向けた整備状況］

①当社は社会的に責任ある企業として、反社会的勢力又はそれらに関係

する企業・個人とは一切の取引を行わないこと、一切の関係を持たな

いことを役職員一同常に意識する。

②万一問題が生じた場合、顧問弁護士や警察等の専門家に相談の上、適

切に対処する。

③当社文書化の「反社会的勢力対応態勢と要領」「反社会的勢力対応の

基本的行動基準」に沿って、周知徹底する。

－ 23 －
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７．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社の当事業年度における「業務の適正を確保するための体制」の運用状

況の概要は、以下の通りであります。

［情報の保存及び管理に対する取組］

「文書管理規程」に基づき、取締役会議事録、稟議書、その他取締役

の職務執行に係る情報を文書及び電磁的媒体に記録・保存しており、取

締役及び監査役が常時閲覧可能な状態にしております。

［リスク管理に対する取組］

「リスク管理規程」に基づき、リスクを分類、定義したうえで、当社

及び子会社におけるリスクを抽出し、各部署にてリスクへの対応策を検

討しております。

抽出したリスクについては、各半期終了後、リスク管理活動のモニタ

リングを実施し、結果について取締役会へ報告することでリスク管理の

強化に努めております。

［職務執行の効率性の確保に対する取組］

取締役会は、社外取締役１名を含む取締役９名及び４名の社外監査役

で構成され、当事業年度中に17回の取締役会を開催し、各議案について

の審議並びに各取締役からの職務執行状況に関する報告を受けての質疑

等、活発な意見交換を行い、取締役会の監督機能を発揮しております。

また、業務執行に係る重要事項を協議するための機関である常務会を

当事業年度は46回開催し、様々な経営課題について、取締役会から委譲

された権限の範囲内で意思決定を行っております。

［コンプライアンスに対する取組］

当社におけるコンプライアンス及び損失の危険に関する経営上重要な

事項について、具体的、実質的な協議、検討、評価を行うために、取締

役会の諮問機関として「コンプライアンス委員会」を設置しており、当

事業年度は４回開催しております。

また、期初に各本部の行動計画を含む全社のコンプライアンス年間活

動計画を作成し、各本部は同計画に沿って活動しております。同計画に

は、経営トップによる役職員に向けてのコンプライアンス遵守について

－ 24 －
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のメッセージの発信等が織り込まれており、その他の活動を通して法令、

規程等を遵守することの徹底を図っております。

［当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保することに

対する取組］

当社の役員が子会社の取締役及び監査役に就任し、子会社の職務執行

が効率的に行われていることを監督しております。

また、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営状況や当社の指

示事項の進捗状況について、適宜報告を受けるとともに、重要事項につ

いては適切に承認もしくは決裁などを行い、親会社としての適切かつ実

効的な管理を行っております。

さらに、内部統制部は、「内部監査規程」「関係会社管理規程」「リ

スク管理規程」及びその他の社内ルールの遵守状況について、内部監査

計画に基づき、当社の業務執行及び主要子会社の内部統制監査を実施し、

その結果について代表取締役、監査役等が出席する常務会に報告してお

ります。

［監査役監査の実効性の確保に対する取組］

当社の常勤監査役は、社内の重要な会議へ出席したほか、取締役や役

職員からの意見聴取、内部統制部による内部監査への立会等を通じて業

務の執行状況を直接的に確認しております。また、代表取締役、会計監

査人、内部統制部及び子会社の代表取締役等との意見交換を定期的に実

施することで情報交換並びに意思疎通を図っております。

［財務報告の信頼性を確保することに対する取組］

当社は、全社横断的な視点から内部統制システムを構築するとともに、

内部統制の整備・運用状況について内部統制部が評価し、必要に応じて

担当部署に改善指導を行うことにより、内部統制の実効性を向上させて

おります。

（注）　本事業報告に記載している金額及び持株比率は、表示単位未満の端数を

　　　　切り捨てて表示しております。

－ 25 －
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連 結 貸 借 対 照 表

（2020年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有形固定資産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無形固定資産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

賃 貸 不 動 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

2,712,666

358,041

1,203,646

583,330

29,942

466,271

71,668

△234

5,465,724

4,659,485

1,417,481

1,049,892

1,988,363

93,586

79,637

30,522

37,717

768,521

326,950

384,954

60,928

△4,311

流 動 負 債 3,736,650

支払手形及び買掛金 667,741

短 期 借 入 金 2,000,000

1年内返済予定の長期借入金 403,796

リ ー ス 債 務 38,412

未 払 金 210,153

未 払 法 人 税 等 23,858

賞 与 引 当 金 81,888

そ の 他 310,801

固 定 負 債 2,241,949

長 期 借 入 金 1,659,582

関係会社長期借入金 153,000

リ ー ス 債 務 93,199

預 り 敷 金 保 証 金 25,189

繰 延 税 金 負 債 3,156

退職給付に係る負債 247,227

資 産 除 去 債 務 51,154

そ の 他 9,440

負 債 合 計 5,978,600

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 2,182,853

資 本 金 1,859,070

利 益 剰 余 金 342,088

自 己 株 式 △18,305

その他の包括利益累計額 16,936

その他有価証券評価差額金 18,609

退職給付に係る調整累計額 △1,672

純 資 産 合 計 2,199,790

資 産 合 計 8,178,390 負債及び純資産合計 8,178,390

－ 26 －
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連 結 損 益 計 算 書

( 2019年４月１日から
2020年３月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 9,304,982

売 上 原 価 7,304,923

売 上 総 利 益 2,000,059

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,052,214

営 業 損 失 52,155

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 4,725

受 取 賃 貸 料 73,465

受 取 保 険 金 6,427

そ の 他 21,913 106,531

営 業 外 費 用

支 払 利 息 24,605

固 定 資 産 除 却 損 6,590

賃 貸 収 入 原 価 38,851

賃 貸 費 用 2,750

そ の 他 1,180 73,977

経 常 損 失 19,600

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 549 549

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 11,430 11,430

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 30,481

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 11,922

法 人 税 等 調 整 額 72,239 84,161

当 期 純 損 失 114,642

親会社株主に帰属する当期純損失 114,642

－ 27 －

連結損益計算書
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連結株主資本等変動計算書

( 2019年４月１日から
2020年３月31日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,859,070 456,731 △18,096 2,297,059

当 期 変 動 額

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失

△114,642 △114,642

自 己 株 式 の 取 得 △208 △208

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － △114,642 △208 △114,850

当 期 末 残 高 1,859,070 342,088 △18,305 2,182,853

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証
券評価差額金

退職給付に係る調整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 36,293 △1,014 35,278 2,332,983

当 期 変 動 額

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 損 失

△114,642

自 己 株 式 の 取 得 △208

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

△17,684 △657 △18,341 △18,341

当 期 変 動 額 合 計 △17,684 △657 △18,341 △133,192

当 期 末 残 高 18,609 △1,672 16,936 2,199,790

－ 28 －

連結株主資本等変動計算書
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貸　借　対　照　表

（2020年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有形固定資産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無形固定資産

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ ェ ア

リ ー ス 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 前 払 費 用

賃 貸 不 動 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

2,490,936

234,927

21,963

1,143,598

533,017

29,318

441,600

66,744

△234

5,513,867

4,155,216

1,079,742

152,184

962,441

0

28,883

1,758,740

93,586

79,637

37,335

1,773

7,074

28,487

1,321,316

274,950

604,800

30,666

384,954

30,256

△4,311

流 動 負 債 3,582,956

支 払 手 形 268,493

買 掛 金 379,362

短 期 借 入 金 1,900,000

1年内返済予定の長期借入金 403,796

リ ー ス 債 務 38,412

未 払 金 203,211

未 払 費 用 220,202

未 払 法 人 税 等 23,328

賞 与 引 当 金 79,236

設 備 支 払 手 形 57,773

そ の 他 9,141

固 定 負 債 2,204,659

長 期 借 入 金 1,659,582

関係会社長期借入金 153,000

リ ー ス 債 務 93,199

預り敷金保証金 25,189

退職給付引当金 209,937

繰 延 税 金 負 債 3,156

長 期 未 払 金 8,640

資 産 除 去 債 務 51,154

そ の 他 800

負 債 合 計 5,787,615

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 2,198,579

資 本 金 1,859,070

利 益 剰 余 金 357,813

利 益 準 備 金 12,668

その他利益剰余金 345,145

繰越利益剰余金 345,145

自 己 株 式 △18,305

評価・換算差額等 18,609

その他有価証券評価差額金 18,609

純 資 産 合 計 2,217,188

資 産 合 計 8,004,804 負債及び純資産合計 8,004,804

－ 29 －

貸借対照表
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損　益　計　算　書

( 2019年４月１日から )2020年３月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 8,792,234

売 上 原 価 6,858,677

売 上 総 利 益 1,933,557

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,965,329

営 業 損 失 31,772

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 4,724

受 取 賃 貸 料 72,385

受 取 保 険 金 6,427

そ の 他 20,365 103,902

営 業 外 費 用

支 払 利 息 24,270

固 定 資 産 除 却 損 6,427

賃 貸 収 入 原 価 38,851

賃 貸 費 用 2,750

そ の 他 818 73,165

経 常 損 失 1,035

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 549 549

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 11,430 11,430

税 引 前 当 期 純 損 失 11,916

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 11,392

法 人 税 等 調 整 額 58,034 69,426

当 期 純 損 失 81,342

－ 30 －

損益計算書
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株主資本等変動計算書

( 2019年４月１日から )2020年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本

合 計利 益

準 備 金

その他利益

剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益

剰 余 金

当 期 首 残 高 1,859,070 12,668 426,488 439,156 △18,096 2,280,130

当 期 変 動 額

当 期 純 損 失 △81,342 △81,342 △81,342

自 己 株 式 の 取 得 △208 △208

株主資本以外の項目の

当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － △81,342 △81,342 △208 △81,550

当 期 末 残 高 1,859,070 12,668 345,145 357,813 △18,305 2,198,579

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算

差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 36,293 36,293 2,316,423

当 期 変 動 額

当 期 純 損 失 △81,342

自 己 株 式 の 取 得 △208

株主資本以外の項目の

当 期 変 動 額 ( 純 額 )
△17,684 △17,684 △17,684

当 期 変 動 額 合 計 △17,684 △17,684 △99,234

当 期 末 残 高 18,609 18,609 2,217,188

－ 31 －

株主資本等変動計算書



2020/05/22 11:54:35 / 19596216_オーケー食品工業株式会社_招集通知（Ｃ）

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年５月22日

オーケー食品工業株式会社

取締役会　御中
ＥＹ新日本有限責任監査法人
福　　岡　　事　　務　　所
指定有限責
任 社 員
業務執行社員

公認会計士 松 村 　 豊 

指定有限責
任 社 員
業務執行社員

公認会計士 渋 田 博 之 

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、オーケー食品工業株
式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算
書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、オーケー食品工業株式会社及び連結
子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計
算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連

結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における

取締役の職務の執行を監視することにある。

－ 32 －

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計

算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続
の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を
評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であ
るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な
疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でな
い場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら
れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注
記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財
務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算
書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、
単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施
時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要
な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ
る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与
えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ
ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

－ 33 －

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
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利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 34 －

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年５月22日

オーケー食品工業株式会社

取締役会　御中
ＥＹ新日本有限責任監査法人
福　　岡　　事　　務　　所
指定有限責
任 社 員
業務執行社員

公認会計士 松 村 　 豊 

指定有限責
任 社 員
業務執行社員

公認会計士 渋 田 博 之 

監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、オーケー食品
工業株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第53期事業年度の
計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という。)について監
査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書
類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立したおり、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算

書類等を作成することが適切であるかどうか評価し、我が国において一般に
公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開
示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における

取締役の職務の執行を監視することにある。

－ 35 －
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える
と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続
の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ
た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を
評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である
かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑
義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は、継続企業として存続できなくな
る可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記
事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施
時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要
な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ
る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与
えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ
ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

－ 36 －
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利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第53期事業年度
の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、
審議を行った結果、監査役４名全員の一致した意見により本監査報告書を作
成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法とその内容
(1)監査役会は、当期の監査方針、監査計画を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、当期の監査方
針、監査計画に従い、取締役、内部統制部その他の使用人等と意思疎通
を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方
法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な
決裁書類等を閲覧し、本社及び各工場並びに主要な支店・営業所にお
いて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、
必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制、その他株式会社及びその子会社か
ら成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして、会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する
取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部
統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用
の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見
を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意し
た事項及び同号ロの判断及び理由については、取締役会その他におけ
る審議の状況を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているか
を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備してい
る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表，損益計算書，株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

－ 38 －
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２．監査の結果
(1)事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を
正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び
取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をす
るに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引
が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びそ
の理由について、指摘すべき事項は認められません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果

会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

2020年５月22日

オーケー食品工業株式会社　監査役会

常勤監査役 堤 　 敬 志 
監 査 役 古 賀 知 行 
監 査 役 廣 田 眞 弥 
監 査 役 坂 口 淳 一 

（注）常勤監査役堤敬志、監査役古賀知行、監査役廣田眞弥及び監査役坂口

淳一は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役で

あります。

以　上

－ 39 －
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株主総会参考書類

議　案　監査役１名選任の件

　　監査役廣田眞弥氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠

　として監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　　なお、補欠として選任される監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任

　する監査役の任期の満了する時までとなります。

　　また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　　監査役候補者は、次のとおりであります。
ふ　り　が　な

氏　　名
（生年月日）

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する当社

株式の数

なか

中
づる

靍
ひで

英
き

喜

( 1 9 6 2年 1月 1 9日生)

1985年４月　㈱西日本銀行（現㈱西日本シティ銀行）入行

2014年６月　同行執行役員久留米営業部長

2016年６月　同行常務執行役員久留米営業部長

2016年７月　同行常務執行役員博多支店長

2018年４月　同行常務執行役員筑後地区本部長兼筑豊地区

　　　　　　本部長

2019年６月　同行取締役常務執行役員（現任）

2019年６月　㈱西日本フィナンシャルホールディングス

　　　　　　執行役員（現任）

0株

（社外監査役候補者とした理由）

　中靍英喜氏は、長年にわたり金融機関の要職を歴任した実績により、高い見識と幅広い経験を有

することから、社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断したため、社外監査役候

補者といたしました。

　(注) １．中靍英喜氏は、社外監査役候補者であります。

　　　 ２．候補者中靍英喜氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

　　　 ３．候補者中靍英喜氏が社外監査役に選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条

　　　　　 第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予

　　　　　 定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に

　　　　　 定める最低責任限度額としております。

以　上

－ 40 －
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株主総会会場ご案内図

　　　　　　　　　　　会　場　福岡県朝倉市小田1080番地1
　　　　　　　　　　　　　　　オーケー食品工業株式会社　本社２階会議室
　　　　　　　　　　　　　　　電　話　0946－22－7131
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岡

甘木鉄道
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至大刀洗

甘木I.C.

大分自動車道

消防署

ミニストップ

一品香

鳩胸

一ツ木
東田東

金川道

朝倉
警察署

朝倉市
総合市民センター

至
日
田

至
日
田

イオン甘木
ショッピング
センター

本 社
会議室

交通のご案内
○甘木観光バス田主丸線　金川道より徒歩５分
○大分自動車道甘木インターチェンジより車で５分

地図




